
報告・協議資料４

法令外分担金の拠出に係る取り扱いについて（案）

１．平成１７年度に協力要請を行った３４団体（都道府県関係者で構成）の取り
扱い

すべて実施済み。

２．平成１８年度に協力要請（平成１９年度の分担金の一時徴収停止又は１０％目途
の縮減）を行った１１０団体の取り扱い

（１）要請結果について
一次要請（平成１８年１２月２７日送付 、及び一次要請で「実施しない」と回答が）

あった団体に対する再協力要請（平成１９年５月２３日送付）に対する現在の結果は
次のとおりである。

区 分 団体数
Ⅰ 完全実施（要請通り実施） ３８
Ⅰ’要請に沿って実施（※縮減率10％未満等） １４
Ⅱ 実施拒否 ２４
Ⅱ’実施拒否（※２０年度以降検討等） １２
Ⅲ 回答保留・検討中 ８
Ⅳ 独自縮減（要請前に縮減） １０
Ⅴ 現状維持（※事業委託費的な分担金等。

平成１８年１２月１４日全国知 ４
事会議での了承済み団体）
合 計 １１０

（２）今後の対応

ア．今後、上記区分毎に整理を行う中で、次のとおり対応することとする。

Ⅰ → 了承する。
Ⅰ 、Ⅳ → 了承するが、これ以上の縮減については、各都道府県の判断に委ね’

る。
Ⅱ、Ⅱ’→ ２０年度での実施を要請する。要請通り実施しない場合は、全国知

事会議の場で団体名を報告のうえ、各都道府県にその旨通知し、最終
的な対応については各都道府県の判断に委ねる。ただし、要請内容が
実現されていないという実態を踏まえること。

なお、１９年度分担金については既に納入済みの団体もあるため、
各都道府県の判断に委ねる。

Ⅲ → 今後、当該団体からの報告を基に判断し、その上でⅡ、Ⅱ’の措置
を参考に、所定の対応を行う。

Ⅴ → 分担金の性格により判断する。

イ．上記にかかる通知文書等の文案作成、個々の団体からの回答の取扱いについて
の一義的な判断は法令外分担金特別委員会委員長一任とし、委員会での検討を経

、 、 。て事務局が所要の事務処理を行い 適宜 各都道府県知事に報告するものとする

平成１９年７月１３日
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